
６平成 28 年 6 月 15 日 広報ふっさ　No.953042-551-1511 です ※お掛け間違いのないようにお願いします
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 食物アレルギー研究の第一人者の先生を講師としてお招

きし、詳しく説明をしてもらいます。食物アレルギーへ

の理解を深めましょう。　

【日時】7 月 2 日午後 2時 30 分～ 4時 30 分

【場所】市役所第一棟 2階第一・第二会議室※申込み不要。

直接会場へ。

【講師】海老澤元宏氏（国立病院機構相模原病院臨床研

究センターアレルギー性疾患研究部長）

【問合せ】教育支援課学務係☎ 551・1948

【勤務時間】給食稼働日の①午前８時～正午②午前８時

～午後３時※①と②を交代勤務

【勤務開始日】7 月から（予定）

【応募資格】市内在住で健康に自信のある方

【募集人員・賃金】若干名・時給 980 円

【試験日時・方法】６月下旬予定・面接

【申込み】受付中。６月 22 日までの（土・日曜日を除く )

午前９時～午後４時の間に本人が履歴書を持参し、直接

第三小学校裏学校給食課給食第一係（☎ 551・1344）へ。

①第 18 回本館まつり
　　　　～ひろげよう本館まつりの輪と和とワ～
　公民館本館で活動しているサークルが中心とな 

って作る公民館のおまつりです。

【日時】7 月 9 日・10 日午前 10 時～午後４時

※子ども遊び部門のみ午後２時終了

【場所】市民会館公民館

【催し物】
▼演示部門…ダンス、楽器演奏、コー

ラス、マジック、舞踊、腹話術、草笛

など▼展示部門…絵手紙、書道、瓢箪飾り、写真、

活動記録、笑いヨガなど。体験コーナーでは絵手

紙、折り紙の作品づくりなど

▼模擬店部門…焼そば、カレーライス、パイナッ

プルケーキなど▼子ども遊び部門…パターゴル

フ、輪投げ、セーフティ教室、草笛教室など※ス

タンプラリーは 7月 10 日のみ。

②サロンコンサート（第１回）｢懐かしのカント
リーミュージック ｣ 
　カントリーの歌声とトークで楽しい時間をお過

ごしください。

【日時】７月 16 日午後１時 30 分～ 3時 30 分

【場所】市民会館公民館第４・５集会室

【定員】先着 80 人※申込み不要、直接会場へ。

〈①②共通〉【問合せ】公民館公民館係☎ 552・

2118

③市民文化教室参加者募集
　公民館と福生市文化協会との共催で、初心者を

対象に実施します。今後の内容は順次広報ふっさ

でお知らせします。

▼日本舞踊コース…基本から楽しく学んでいきま

す。今回は「京の四季」を踊ります。

【日時】６月 29 日、７月 13 日・27 日、８月 10 日・

24 日、９月７日・21 日、10 月５日・12 日・19

日の水曜日、午後７時 30 分～９時 30 分

【場所】さくら会館 3階ホール

【対象】市内在住・在勤の初心者の方

【定員】先着 20 人　

【持ち物】浴衣・細帯・足袋・扇子（無い方には

貸与可。）

【講師】平田朋子氏

【申込み】６月 17 日午前９時から公民館公民館

係☎ 552・2118 へ。

〈表２〉平成 28 年度介護保険料の普通徴収納期限
第 1期 ８月１日 第 5期 11 月 30 日

第 2期 ８月 31 日 第 6期 12 月 28 日

第 3期 9 月 30 日 第 7期 平成 29 年１月 31 日

第 4期 10 月 31 日 第 8期 平成 29 年２月 28 日

　　　　　　　介護保険料（65 歳以上の方へ）のご案内
　

▼保険料は 40 歳～ 64 歳の方はご加入の医療保険者（国民健康保険、健康保険

組合等）を通じて納めていただいていますが、65 歳になると医療保険者による

徴収は停止され、市に直接納めていただくことになります。

▼保険料の額は前年度の所得状況により、条例で段階別に設定されています。

〈表１〉保険料の基準額（〈表１〉中）は、市の介護サービスに係る費用と 65

歳以上の方の人数等により決められるため、市区町村ごとに異なります。

▼保険料の納め方は「特別徴収（年金保険者による年金から天引き）」を基本

とします。ただし、次の方は ｢普通徴収（納付書により納付）｣となります。

①年金が年額 18 万円未満の方
②年度途中で 65 歳になった方（65 歳の誕生日の前日の月の分から徴収）

③年度途中で保険料が変更になった方
④転入された方（普通徴収の方で年金受給に係る一定の要件が整うと特別徴収

に変更します。）

　また年度途中で保険料が変更になった方等で、普通徴収と特別徴収の両方で

納める「併用徴収」となる場合があります。なお、特別徴収、普通徴収の選択

はできません。

▼平成 28 年度保険料の通知は７月初めに次のとおり送付します。（年度途中で

65歳になった方、保険料、納付方法等に変更のある方には、随時通知を送ります。）

①「特別徴収」の方…天引き額を記載した通知を送り
ます。なお、前年度の所得の確定は６月以降になるた

め、確定前は「仮徴収（暫定賦課）」、確定後は「本徴収」

として納めていただきます。そのため、納期ごとに金

額が変わる場合があります。

②「普通徴収」の方…納入通知書と納付書を送ります。
なお、口座振替をご利用の方は、保険料の納入通知書

のみを送ります。

③「併用徴収」の方…通知書と納付書を送ります。
▼納めていただく時期は、特別徴収は年金支給月、普

通徴収は年８回〈表２〉です。

【問合せ】介護福祉課介護保険係☎ 551・1764

【わくわく土曜日｢七夕飾りをつくろう｣】折り染めで七夕の短冊をつくります。【日時】７月２日午前10時～午後３時(正午～午後１時を除く。)※申込み不要。直接、

郷土資料室へ。【問合せ】郷土資料室☎ 530・1120 ※月曜日休館 (月曜日が祝日の場合、翌火曜日が休館です。)

○公民館からのお知らせ○ 給食調理パートタイマー募集

福生市学校保健会講演会
「学童期の食物アレルギーと学校における対応」

☆中央体育館事業【問合せ】中央体育館☎ 552・5511

▼熊川地域体育館「トレーニング・クライ
ミングスタンプラリー」
　トレーニングスペースまたはクライミン

グをご利用の方にスタンプを 1 個押します。

10 個たまると 1回無料券がもらえます。

【期間】7 月 1 日～ 8 月 31 日

【問合せ】熊川地域体育館☎ 552・1980、ホー

ムページ [http://www.tama-spo.com/fussa]

▼大好評につき第二弾！「ダブルダッチ教
室」

【期間・時間】7 月 10日～ 9月 25日の日曜日

（全 8回）・午後 2時 30分～ 4時※ 8月はすべ

て休み

【場所】中央体育館多目的室

【参加費・対象・定員】申込み時に 800 円と

毎回 70 円・小学 1～ 6年生・先着 15 人

【持ち物】運動できる服装、室内用運動靴、

水分補給できるもの（ふた付き）、タオル等

【申込み】6 月 16 日～ 30 日の間に申込み

書を記入し、参加費を添えて中央体育館窓口 

（☎ 552・5511）へ。※月曜日は休館です。

〈表１〉介護保険料
段階 対象 負担割合 保険料年額

第 1段階
生活保護被保護者、市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者、市民税世帯非
課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万円以下の方

基準額× 0.45 31,300 円

第 2段階 市民税世帯非課税で第 1 段階に該当しない方で、前年の合計所得金額と課税
年金収入額の合計が 120 万円以下の方

基準額× 0.70 48,700 円

第 3段階 市民税世帯非課税で第 1段階、第 2段階に該当しない方 基準額× 0.75 52,100 円

第 4段階 市民税世帯課税で本人が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計が 80 万円以下の方

基準額× 0.85 59,100 円

第 5段階
（基準段階）市民税世帯課税で本人が市民税非課税で第 4段階に該当しない方 基準額× 1.00 69,500 円

第 6段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 120 万円未満の方 基準額× 1.15 79,900 円

第 7段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 120 万円以上 125 万円未満の方 基準額× 1.20 83,400 円

第 8段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 125 万円以上 190 万円未満の方 基準額× 1.30 90,400 円

第 9段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 190 万円以上 290 万円未満の方 基準額× 1.50 104,300 円

第 10 段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 290 万円以上 400 万円未満の方 基準額× 1.65 114,700 円

第 11 段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 400 万円以上 600 万円未満の方 基準額× 1.80 125,100 円

第 12 段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 600 万円以上 800 万円未満の方 基準額× 1.95 135,500 円

第 13 段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 800 万円以上 1,000 万円未満の方 基準額× 2.10 146,000 円

第 14 段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 1,000 万円以上の方 基準額× 2.25 156,400 円

ひょうたん

教室名 対象 曜日 時間 期間 定員 参加費

①火曜ヨガ（11 回）
18 歳以上の方

火

正午～午後 1時 7 月 5日 ～ 9 月 27 日（7
月19日・9月20日は休み）40 人 初回 2,200 円

と毎回 150 円

②火曜モーニングエアロ（9回） 午前 10 時～ 11 時 7 月 5 日～ 9 月 27 日（7
月 19 日・8月 9日・23 日・
9月 20 日は休み）

30 人
初回 900 円と
毎回 150 円③シニア健康体操（9回） 50 歳以上の方 午後1時 30分～ 2時 30分

25 人
④火曜健康ストレッチ（9回）

18 歳以上の方

午後2時 40分～ 3時 40分

⑤ナイトストレッチ（11 回） 午後 7時 30分～ 8時 30分 7 月 5日 ～ 9 月 27 日（7
月19日・9月20日は休み）

20 人 初回 1,100 円
と毎回 150 円⑥水曜モーニングエアロ（11 回）

水

午前 10 時～ 11 時

7 月 6 日～ 9 月 28 日（8
月 10 日・24 日は休み）

⑦リラックスストレッチ（11 回） 午後 2時～ 3時

⑧ジュニアダンス（11 回） 小学 1 ～ 6 年
生 午後 5時～ 6時 15 人 初回 1,100 円

と毎回 70 円

⑨ナイトヨガ（13 回） 18 歳以上の方 午後 8時～ 9時 7月 6日～ 9月 28 日 40 人 初回 2,600 円
と毎回 150 円

⑩若草健康体操（9回） 高齢者

木

午前 9 時 30 分～ 10 時 50
分

7 月 7 日～ 9 月 29 日（8
月 4日・11 日・25 日・9
月 22 日は休み）

25 人 初回 900 円と
毎回 150 円

⑪ボディメイクエアロ（11 回） 18 歳以上の方 午前 10 時～ 11 時 15 分 7 月 7 日～ 9 月 29 日（8
月 11 日・9 月 22 日は休
み）

30 人 初回 2,200 円
と毎回 150 円

⑫アロマで体調改善運動（11 回）18 歳以上の女
性

午後 1時 30 分～ 3時 40 人 毎回 500 円

⑬トレーニング教室（13 回） 午後 2時～ 3時 30 分
7 月 7 日～ 9月 29 日 15 人 初回 1,300 円

と毎回 150 円⑭木曜バランスボールエクササイ
ズ（13回） 18 歳以上の方 午後 7時 30分～ 8時 30分

【持ち物】運動できる服装で、室内用運動靴（①、④、⑤、⑦、⑨、⑫は不要）・タオル・水分補給できる物（ふた付） 
【申込み】6 月 25 日（必着）までに、中央体育館窓口、電子申請または往復はがきに教室名・氏名（ふりがな）・生年月日・住所・
電話番号・返信用宛名（往復はがきのみ）を記入し、〒 197-0005 福生市北田園 2-9-1 中央体育館へ。※申込み多数の場合は抽選


